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告 示
栃木県告示第130号
　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号。以下「法」とい
う。）第61条第１項の規定により住宅確保要配慮者居住支援法人の業務の変更を認可したので、同法第61条第
３項の規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 又 は 商 号 支 援 業 務 の 種 別 認 可 年 月 日

株式会社リーガルスムーズ 法第62条第２号、第３号、第５号及び第６号に
掲げる業務
（法第62条第２号、第３号及び第６号に掲げる
業務）

令和８（2026）年２月27日

※支援業務の種別欄の（　）内は変更前のもの
（住宅課）　

　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○県営土地改良事業に係る換地処分
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定により、県営下深田地区土地改良（区画整
理）事業内の土地について次のとおり換地処分を行ったので、同条第10項において準用する同法第54条第４項
の規定により公告する。
　　令和８（2026）年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　換地処分の年月日
　　令和８（2026）年２月26日
２　換地処分の内容
　　令和７（2025）年12月26日付け栃木県告示第542号で公告した換地計画のとおり。
　───────────────────────────────────────────────
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　　　○県営土地改良事業の工事完了
　県営土地改良事業について次のとおり工事が完了したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の
３第３項の規定により公告する。
　　令和８（2026）年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事 業 名 完 了 年 月 日

県営荒井町島地区土地改良（区画整理）事業 令和８（2026）年１月23日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────

監 査 委 員
栃木県監査委員告示第１号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定並びに栃木県監査委員監査基
準に基づく監査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果を次のとおり公表する。
　　令和８（2026）年３月10日

栃木県監査委員　　森　　澤　　　　　隆　　
　　　同　　　　　岡　　本　　篤　　典　　
　　　同　　　　　山　　形　　修　　治　　
　　　同　　　　　高　　山　　和　　典　　

第１　監査の対象
　地方自治法第199条第１項に規定する財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに同条
第２項に規定する事務の執行（以下「財務及び事務の執行」という。）について、原則として令和６
（2024）年度執行分のほか、必要に応じ、他年度の執行分も対象とした。

第２　監査の実施内容
　監査の対象とした財務及び事務の執行が、法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げ、そ
の運営及び組織が合理的であるかに主眼をおき、証拠書類等を照合し、必要な資料の提出を求め、関係職
員の説明を聴取するなどの方法により監査を実施した。

第３　監査の結果
　監査の結果は次のとおりである。

（総合政策部）

監査対象機関名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果

東 京 事 務 所 令和７（2025）年11月14日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

（経営管理部）

監査対象機関名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果

矢 板 県 税 事 務 所 令和７（2025）年10月14日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

大 田 原 県 税 事 務 所 令和７（2025）年10月14日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

栃 木 県 税 事 務 所 令和７（2025）年10月17日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

安 足 県 税 事 務 所 令和７（2025）年10月17日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。
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宇 都 宮 県 税 事 務 所 令和７（2025）年10月24日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

鹿 沼 県 税 事 務 所 令和７（2025）年10月24日 〔注意事項〕
計１件（予算執行事務１件）

真 岡 県 税 事 務 所 令和７（2025）年11月４日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

自 動 車 税 事 務 所
（「佐野支所」を含む。）

令和７（2025）年11月４日 〔注意事項〕
計１件（契約検収事務１件）

総 務 事 務 セ ン タ ー 令和７（2025）年12月25日 〔注意事項〕
計１件（給与事務１件）

（保健福祉部）

監査対象機関名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果

県東健康福祉センター 令和７（2025）年10月31日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

県北健康福祉センター 令和７（2025）年10月31日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

安足健康福祉センター 令和７（2025）年11月４日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

保 健 環 境 セ ン タ ー 令和７（2025）年11月４日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

衛 生 福 祉 大 学 校 令和７（2025）年11月18日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

県西健康福祉センター 令和７（2025）年11月21日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

県南健康福祉センター 令和７（2025）年11月21日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

今市健康福祉センター 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

矢板健康福祉センター 令和８（2026）年１月13日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

烏山健康福祉センター 令和８（2026）年１月13日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

栃木健康福祉センター 令和８（2026）年１月14日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

（産業労働観光部）

監査対象機関名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果

産 業 技 術 セ ン タ ー
（「 繊 維 技 術 支 援 セ ン
ター」・「県南技術支援セン
ター」・「紬織物技術支援セ
ンター」・「窯業技術支援セ
ンター」を含む。）

令和７（2025）年10月31日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。
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県 央 産 業 技 術 専 門 校
（「 県 北 産 業 技 術 専 門
校」・「県南産業技術専門
校」を含む。）

令和７（2025）年11月18日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

（県土整備部）

監査対象機関名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果

真 岡 土 木 事 務 所 令和７（2025）年11月18日 〔指摘事項〕
　真岡土木事務所が実施する一級河川百目鬼川
河川改修事業に伴い、河川管理者（真岡土木事
務所長）に対して、附帯工事に係る工作物（町
道の橋梁）の管理者（益子町長）による河川占
用許可申請２件及び道路管理者（真岡土木事務
所長）による同許可申請１件が必要となるた
め、当該事業の原因者である真岡土木事務所が
業務委託により許可申請書３件を一括して作成
した。しかし、申請時期到来から１年以上経過
しているにもかかわらず、附帯工事に係る工作
物の管理者が申請すべき２件について当該管理
者に成果品（許可申請書）を提供しておらず、
道路管理者が申請すべき１件についても未申請
となっており、河川法に基づく占用手続が行わ
れていなかった。また、附帯工事に係る工作物
１件については、完成後、当該工作物の管理者
に対する引継ぎも行われていなかった。
　本件について、附帯工事に係る工作物の管理
者に対する引継ぎ及び道路管理者としての申請
を速やかに行うとともに、今後は、工事に伴う
許可申請等の手続が確実に実施されるよう、所
属において適切に進行管理を行われたい。

（その他行政事務）

〔注意事項〕
計１件（契約検収事務１件）

烏 山 土 木 事 務 所 令和７（2025）年11月18日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

日 光 土 木 事 務 所 令和７（2025）年11月21日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

矢 板 土 木 事 務 所 令和８（2026）年１月13日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

大 田 原 土 木 事 務 所 令和８（2026）年１月13日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇 都 宮 土 木 事 務 所 令和８（2026）年１月27日 〔注意事項〕
計１件（工事事務１件）

安 足 土 木 事 務 所 令和８（2026）年１月27日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。
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鹿 沼 土 木 事 務 所 令和８（2026）年２月６日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

栃 木 土 木 事 務 所 令和８（2026）年２月６日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

（教育委員会事務局）

監査対象機関名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果

学 悠 館 高 等 学 校 令和７（2025）年10月14日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

佐 野 高 等 学 校
（「佐野高等学校附属中学
校」を含む。）

令和７（2025）年10月14日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

那 須 高 等 学 校 令和７（2025）年10月14日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

黒 磯 南 高 等 学 校 令和７（2025）年10月14日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

鹿 沼 高 等 学 校 令和７（2025）年10月17日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

鹿 沼 東 高 等 学 校 令和７（2025）年10月17日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

大 田 原 女 子 高 等 学 校
（「大田原東高等学校」を
含む。）

令和７（2025）年10月31日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

矢 板 東 高 等 学 校
（「矢板東高等学校附属中
学校」を含む。）

令和７（2025）年10月31日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

足 利 高 等 学 校 令和７（2025）年11月４日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

河 内 教 育 事 務 所 令和７（2025）年11月20日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

塩谷南那須教育事務所 令和７（2025）年11月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇 都 宮 東 高 等 学 校
（「宇都宮東高等学校附属
中学校」を含む。）

令和７（2025）年11月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇 都 宮 南 高 等 学 校 令和７（2025）年11月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇 都 宮 清 陵 高 等 学 校 令和７（2025）年11月27日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇 都 宮 高 等 学 校 令和７（2025）年12月１日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇 都 宮 北 高 等 学 校 令和７（2025）年12月１日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。
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宇 都 宮 女 子 高 等 学 校 令和７（2025）年12月１日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇 都 宮 白 楊 高 等 学 校 令和７（2025）年12月１日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇 都 宮 商 業 高 等 学 校 令和７（2025）年12月１日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

さ く ら 清 修 高 等 学 校 令和７（2025）年12月１日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

小 山 北 桜 高 等 学 校 令和７（2025）年12月４日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

馬 頭 高 等 学 校 令和７（2025）年12月４日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

矢 板 高 等 学 校 令和７（2025）年12月４日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

盲 学 校 令和７（2025）年12月４日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

わかくさ特別支援学校 令和７（2025）年12月４日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

岡 本 特 別 支 援 学 校 令和７（2025）年12月４日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

国 分 寺 特 別 支 援 学 校 令和７（2025）年12月４日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

栃 木 特 別 支 援 学 校 令和７（2025）年12月４日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

日 光 明 峰 高 等 学 校 令和７（2025）年12月５日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

今 市 特 別 支 援 学 校 令和７（2025）年12月５日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

那 須 教 育 事 務 所 令和７（2025）年12月８日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

安 足 教 育 事 務 所 令和７（2025）年12月８日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

今 市 高 等 学 校 令和７（2025）年12月８日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

今 市 工 業 高 等 学 校 令和７（2025）年12月８日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

小 山 南 高 等 学 校 令和７（2025）年12月８日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇 都 宮 中 央 高 等 学 校 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

鹿 沼 南 高 等 学 校 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。
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上 三 川 高 等 学 校 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

小 山 高 等 学 校 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

小 山 城 南 高 等 学 校 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

佐 野 松 桜 高 等 学 校 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

茂 木 高 等 学 校 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

大 田 原 高 等 学 校 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

黒 羽 高 等 学 校 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

那 須 清 峰 高 等 学 校 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

黒 磯 高 等 学 校 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

高 根 沢 高 等 学 校 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

の ざ わ 特 別 支 援 学 校 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

富 屋 特 別 支 援 学 校 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

小 山 西 高 等 学 校 令和８（2026）年１月６日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

栃 木 工 業 高 等 学 校 令和８（2026）年１月６日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

足 利 清 風 高 等 学 校 令和８（2026）年１月６日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

烏 山 高 等 学 校 令和８（2026）年１月６日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

南 那 須 特 別 支 援 学 校 令和８（2026）年１月６日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

足 利 南 高 等 学 校 令和８（2026）年１月８日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

足 利 工 業 高 等 学 校 令和８（2026）年１月８日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

栃 木 翔 南 高 等 学 校 令和８（2026）年１月９日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

壬 生 高 等 学 校 令和８（2026）年１月９日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。



（154） 栃 木 県 公 報 第686号令和８（2026）年３月10日　火曜日

下 都 賀 教 育 事 務 所 令和８（2026）年１月14日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

芳 賀 教 育 事 務 所 令和８（2026）年１月20日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

聾 学 校 令和８（2026）年１月20日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

特 別 支 援 学 校 宇 都 宮
青 葉 高 等 学 園

令和８（2026）年１月20日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

那 須 特 別 支 援 学 校 令和８（2026）年１月20日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

上 都 賀 教 育 事 務 所 令和８（2026）年１月21日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇 都 宮 工 業 高 等 学 校 令和８（2026）年１月21日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

鹿 沼 商 工 高 等 学 校 令和８（2026）年１月21日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

真 岡 女 子 高 等 学 校 令和８（2026）年１月21日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

益 子 芳 星 高 等 学 校 令和８（2026）年１月21日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

真 岡 高 等 学 校 令和８（2026）年１月28日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

真 岡 工 業 高 等 学 校 令和８（2026）年１月28日 〔注意事項〕
計１件（給与事務１件）

足 利 特 別 支 援 学 校 令和８（2026）年１月28日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

足利中央特別支援学校 令和８（2026）年１月28日 〔注意事項〕
計１件（財産・物品管理事務１件）

益 子 特 別 支 援 学 校 令和８（2026）年１月28日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

栃 木 高 等 学 校 令和８（2026）年１月29日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

佐 野 東 高 等 学 校 令和８（2026）年１月29日 〔注意事項〕
計１件（給与事務１件）

石 橋 高 等 学 校 令和８（2026）年２月２日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

栃 木 女 子 高 等 学 校 令和８（2026）年２月２日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

栃 木 農 業 高 等 学 校 令和８（2026）年２月２日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

栃 木 商 業 高 等 学 校 令和８（2026）年２月２日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。
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真 岡 北 陵 高 等 学 校 令和８（2026）年２月２日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

那 須 拓 陽 高 等 学 校 令和８（2026）年２月10日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

（警察本部）

監査対象機関名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果

大 田 原 警 察 署 令和７（2025）年10月14日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

日 光 警 察 署 令和７（2025）年10月14日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

栃 木 警 察 署 令和７（2025）年10月17日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

真 岡 警 察 署 令和７（2025）年10月17日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

茂 木 警 察 署 令和７（2025）年10月17日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

小 山 警 察 署 令和７（2025）年10月24日 〔注意事項〕
計１件（給与事務１件）

足 利 警 察 署 令和７（2025）年11月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

那 須 塩 原 警 察 署 令和７（2025）年11月27日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇 都 宮 中 央 警 察 署 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇 都 宮 南 警 察 署 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

佐 野 警 察 署 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

鹿 沼 警 察 署 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

今 市 警 察 署 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

さ く ら 警 察 署 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

矢 板 警 察 署 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

那 須 烏 山 警 察 署 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

那 珂 川 警 察 署 令和７（2025）年12月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。
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下 野 警 察 署 令和８（2026）年１月14日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇 都 宮 東 警 察 署 令和８（2026）年１月20日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

※指摘事項：事務が著しく不適正又は経済性、効率性及び有効性の観点から著しく不適切と認められるもの
　注意事項：指摘事項には至らないが注意を要すると認められるもの
　検討事項： 指摘事項及び注意事項以外の、事務事業の執行に課題がある場合で、改善に向けて特に検討を

要すると認められるもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県監査委員告示第２号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項及び栃木県監査委員監査基準の規定に基づく財政的援助
団体等の監査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果を次のとおり公表する。
　　令和８（2026）年３月10日

栃木県監査委員　　森　　澤　　　　　隆　　
　　　同　　　　　岡　　本　　篤　　典　　
　　　同　　　　　山　　形　　修　　治　　
　　　同　　　　　高　　山　　和　　典　　

第１　監査の対象
　地方自治法第199条第７項の規定に基づき、補助金等交付団体（補助金、交付金、負担金、貸付金等の
財政的援助を行っている団体）、出資団体（資本金、基本金等の４分の１以上を出資している団体）、公の
施設の管理者等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行について、原則として令和６（2024）
年度執行分のほか、必要に応じ、他年度の執行分も対象とした。

第２　監査の実施内容
　監査の対象とした団体において、その事業が、補助等の目的に沿って適切に行われているかなどに主眼
をおき、証拠書類等を照合し、必要な資料の提出を求め、関係職員の説明を聴取するなどの方法により監
査を実施した。

第３　監査の結果
　監査の結果は次のとおりである。

監査対象団体等名 監 査 年 月 日 監 査 の 対 象 監 査 の 結 果

栃木県土地開発公
社

令和８（2026）年
１月27日

　団体の運営状況及び次の負担
金等に係る出納その他の事務の
執行状況
○出資金
○負担金
・地方職員共済組合負担金
○債務保証
・事業資金借入に係る債務保証

〔注意事項〕
計１件（出資出捐等１件）

学校法人作新学院 令和７（2025）年
12月１日

　次の補助金に係る出納その他
の事務の執行状況
○補助金
・小・中・高校運営費補助金
・私立高等学校等入学料減免補
助金
・私立学校エネルギ―価格高騰
対策支援事業費補助金

　補助金に係る事業は、目的に
沿って適正に執行されたものと
認められた。
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・私立学校給食費保護者負担軽
減事業費補助金
・就学時心臓検診充実強化事業
補助金
・幼稚園運営費補助金
・保育施設等物価高騰対策支援
金
・幼稚園等緊急環境整備事業費
補助金

学校法人白鷗大学 令和７（2025）年
12月24日

　次の補助金に係る出納その他
の事務の執行状況
○補助金
・小・中・高校運営費補助金
・私立高等学校等入学料減免補
助金
・私立学校エネルギー価格高騰
対策支援事業費補助金
・結核予防費補助金
・私立小・中学校等授業料減免
補助金
・幼稚園運営費補助金
・保育施設等物価高騰対策支援
金

　補助金に係る事業は、目的に
沿って適正に執行されたものと
認められた。

公益財団法人日光
杉並木保護財団

令和７（2025）年
12月25日

　団体の運営状況及び次の交付
金に係る出納その他の事務の執
行状況
○出資金
○交付金
・日光杉並木街道保護事業費交
付金

　団体の運営及び交付金に係る
事業は、設立目的等に沿って適
正に執行されたものと認められ
た。

北関東綜合警備保
障株式会社

令和７（2025）年
11月21日

　公の施設の管理状況
○公の施設
・栃木県防災館
・栃木県グリーンスタジアム

　公の施設の管理は、目的に
沿って適正に執行されたものと
認められた。

社会福祉法人とち
ぎ健康福祉協会

令和８（2026）年
１月27日

　次の補助金に係る出納その他
の事務の執行状況及び公の施設
の管理状況
○補助金
・明るい長寿社会づくり推進機
構事業費補助金
・栃木県介護人材確保対策事業
費補助金
○公の施設
・とちぎ健康づくりセンター
・とちぎ生きがいづくりセン
ター

　補助金及び公の施設の管理に
係る事業は、目的に沿って適正
に執行されたものと認められ
た。
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地方独立行政法人
栃木県立がんセン
ター

令和８（2026）年
２月６日

　団体の運営状況及び次の補助
金等に係る出納その他の事務の
執行状況
○出資金
○補助金
・栃木県難病医療費助成制度に
おけるオンライン資格確認の
ための医療機関システム改修
等事業費補助金
・新興感染症対応力強化事業費
補助金
・がん診療連携拠点病院機能強
化事業費補助金
・栃木県食事療養提供体制支援
金
○負担金
・（地独）栃木県立がんセン
ター負担金
○貸付金
・（地独）栃木県立がんセン
ター貸付金

　団体の運営及び補助金等に係
る事業は、設立目的等に沿って
適正に執行されたものと認めら
れた。

日本赤十字社足利
赤十字病院

令和７（2025）年
12月25日

　次の補助金に係る出納その他
の事務の執行状況
○補助金
・栃木県食事療養提供体制支援
金
・非常用自家発電設備及び給水
設備整備事業費補助金
・地域周産期医療機関運営費補
助金
・救急医療施設運営費等補助金
（救命救急センター運営事
業）
・学生に対する職業体験等支援
事業費補助金
・緊急分娩体制整備事業費補助
金（ハイリスク分娩受入促進
事業）
・防災訓練等参加事業費補助金
・栃木県外国人未払医療費補助
金
・新人看護職員研修事業費補助
金
・栃木県看護補助者処遇改善事
業補助金
・認定看護師養成支援等事業費
補助金
・病院内保育所運営費補助金
・がん診療連携拠点病院機能強
化事業費補助金
・新興感染症対応力強化事業費
補助金

　補助金に係る事業は、目的に
沿って適正に執行されたものと
認められた。
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学校法人自治医科
大学

令和８（2026）年
１月６日

　次の補助金等に係る出納その
他の事務の執行状況
○補助金
・総合周産期母子医療センター
運営費等補助金（総合周産期
母子医療センター運営事業）
・総合周産期母子医療センター
運営費等補助金（ドクター
カー運行事業）
・総合周産期母子医療センター
運営費等補助金（周産期医療
連携センター運営事業）
・とちぎ子ども医療センター運
営費補助金
・救急医療施設運営費等補助金
（救命救急センター運営事
業）
・栃木県感染症指定医療機関運
営費等補助金
・新生児医療担当医確保支援事
業費補助金
・緊急分娩体制整備事業費補助
金（ハイリスク分娩受入促進
事業）
・がん診療連携拠点病院機能強
化事業費補助金
・防災訓練等参加事業費補助金
・栃木県食事療養提供体制支援
金
・新興感染症対応力強化事業費
補助金
・地域医療勤務環境改善体制整
備特別事業費補助金
・とちぎ専門医育成事業費補助
金
・新人看護職員研修事業費補助
金
・認定看護師養成支援等事業費
補助金
・栃木県脳卒中・心臓病等総合
支援センター事業費補助金
・栃木県看護補助者処遇改善事
業補助金
○負担金
・自治医科大学運営費負担金
・県養成医師キャリアサポート
促進負担金

　補助金等に係る事業は、目的
に沿って適正に執行されたもの
と認められた。
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栃木県信用保証協
会

令和７（2025）年
12月24日

　次の補助金等に係る出納その
他の事務の執行状況
○補助金
・信用保証協会制度融資保証料
補給金事業
○貸付金
・栃木県制度融資等貸付事業
○損失補償
・栃木県制度融資保証に係る損
失補償事業

　補助金等に係る事業は、目的
に沿って適正に執行されたもの
と認められた。

日光商工会議所 令和８（2026）年
１月28日

　次の補助金に係る出納その他
の事務の執行状況
○補助金
・小規模企業経営支援事業費補
助金

　補助金に係る事業は、目的に
沿って適正に執行されたものと
認められた。

一般社団法人栃木
県商工会議所連合
会

令和８（2026）年
１月28日

　次の補助金に係る出納その他
の事務の執行状況
○補助金
・小規模企業経営支援事業費補
助金

　補助金に係る事業は、目的に
沿って適正に執行されたものと
認められた。

栃木県道路公社 令和８（2026）年
１月27日

　団体の運営状況及び次の補助
金等に係る出納その他の事務の
執行状況
○出資金
○補助金
・日塩有料道路償還事業費補助
金
・鬼怒川有料道路償還事業費補
助金
○負担金
・地方職員共済組合負担金
○債務保証
・事業資金借入に係る債務保証

〔注意事項〕
計１件（出資出捐等１件）

野岩鉄道株式会社 令和８（2026）年
２月10日

　次の補助金に係る出納その他
の事務の執行状況
○補助金
・野岩鉄道経営安定化補助金
・第三セクター鉄道輸送対策事
業費補助金

　補助金に係る事業は、目的に
沿って適正に執行されたものと
認められた。

公益財団法人栃木
県民公園福祉協会

令和８（2026）年
２月６日

　団体の運営状況及び公の施設
の管理状況
○出資金
○公の施設
・栃木県日光田母沢御用邸記念
公園

　団体の運営及び公の施設の管
理は、設立目的等に沿って適正
に執行されたものと認められ
た。
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井頭公園指定管理
グループ

令和８（2026）年
２月６日

　公の施設の管理状況
○公の施設
・栃木県井頭公園

　公の施設の管理は、目的に
沿って適正に執行されたものと
認められた。

那須野が原公園指
定管理グループ

令和８（2026）年
２月６日

　公の施設の管理状況
○公の施設
・栃木県那須野が原公園

　公の施設の管理は、目的に
沿って適正に執行されたものと
認められた。

みかも山公園指定
管理グループ

令和８（2026）年
２月６日

　公の施設の管理状況
○公の施設
・栃木県みかも山公園

　公の施設の管理は、目的に
沿って適正に執行されたものと
認められた。

とちぎわんぱく公
園指定管理グルー
プ

令和８（2026）年
２月６日

　公の施設の管理状況
○公の施設
・栃木県とちぎわんぱく公園

　公の施設の管理は、目的に
沿って適正に執行されたものと
認められた。

栃木県住宅供給公
社

令和８（2026）年
１月27日

　団体の運営状況及び次の負担
金に係る出納その他の事務の執
行状況
○出資金
○負担金
・地方職員共済組合負担金

　団体の運営及び負担金に係る
事業は、設立目的等に沿って適
正に執行されたものと認められ
た。

グレイズ・イン
ターナショナル株
式会社

令和８（2026）年
１月13日

　公の施設の管理状況
○公の施設
・栃木県民ゴルフ場

　公の施設の管理は、目的に
沿って適正に執行されたものと
認められた。

※指摘事項：事務が著しく不適正又は経済性、効率性及び有効性の観点から著しく不適切と認められるもの
　注意事項：指摘事項には至らないが注意を要すると認められるもの
　検討事項： 指摘事項及び注意事項以外の、事務事業の執行に課題がある場合で、改善に向けて特に検討を

要すると認められるもの
　───────────────────────────────────────────────


